
2 区役所の駐車場はスペースに限りがあります。
ご来庁の際には、市バスなどをご利用ください。

《お詫び》
平成26年3月号保存版の特４面「がん検診・骨量検査・歯科健康相談」の日
程について、平成27年1月27日（火）の午後に特定健康診査はありません。
午後の●は記載誤りですのでご注意ください。

相談日 問合せ

法律相談★
4月 	3・10・17・24
5月 	1・8・15・22
（第1〜4木曜日）
13時〜17時

区役所総務課　1階10番
☎4809-9683
★予約専用電話	☎4809-9843
(相談日当日の9時から受付)

行政書士
による相談★

4月 9(水)	 5月 14(水)	
13時〜16時

★行政書士事務所	☎6476-7096
(月曜日〜金曜日、10時〜16時)

司法書士
による相談★

4月 16(水)	 5月 21(水)	
13時〜16時

★司法書士事務所	☎6358-4533
(月曜日〜金曜日、9時〜18時)

就労相談★※

4月 	2・9・16・23・30
5月 	7・14・21・28
(毎週水曜日)
9時15分〜12時15分

★※11時45分〜12時15分は要予約
大阪市地域就労支援センター
0120-939-783

経営相談★ 随時 ★区役所総務課　1階10番
☎4809-9683　 6327-1970

人権出張相談★ 随時
★人権啓発・相談センター
☎6532-7830　 6531-0666
電話・ファックスでの相談も可

行政相談
4月 7(月)	 5月 12(月)	
14時〜16時

(受付は15時まで)
区役所総務課　1階10番
☎4809-9683

花と緑の相談 4月 1(火)	 5月 13(火)	
14時〜16時

十三公園事務所	☎6309-0008
サバンナ堆肥の進呈もあります。

区長との懇談★
定員3組

4月 23(水)	 5月 28(水)
13時30分〜15時

★区役所総務課　1階10番
☎4809-9683　 6327-1970

各種相談日 4月1日～5月31日 無料

区役所で実施 （★は予約制）

東淀川区関連予算　13億1,542万円　※千円単位四捨五入
●区長自由経費　3億6,846万円
活力ある地域社会を担う地域力の向上 ９事業 1億1,188万円
安全・安心のまちづくり ５事業 2,573万円
健康で生き生きと長生きできるまちづくり ６事業 2,385万円
安心してこどもを生み育てることができるまちづくり 13事業 3,358万円
区役所力の強化 ９事業 3,675万円
区庁舎及び区役所附設会館の管理運営費 ２事業 7,987万円
事務的経費 ４事業 5,680万円
問合せ 	区役所総務課　3階31番　☎4809-9625

「住んでよかった、住み続けたい東淀川区」のまちづくりをめざして！　東淀川区関連予算概要

国民健康保険に加入されている70歳から74歳の方が、医療機関など
で診察を受けるときの自己負担割合は、課税所得や収入金額により世帯
ごとに決定し、高齢受給者証に記載しています。
平成26年4月1日以降、誕生日が昭和19年4月1日までの方は、国の特
例措置により、引き続き｢1割｣又は｢3割｣負担ですが、平成26年4月2日
以降に70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の翌月から｢2割｣又は｢3割｣
負担となります。
問合せ 	区役所窓口サービス課　1階6番　☎4809-9956

4月2日以降に70歳の誕生日を迎える国民健康保険加入中の方へ

建設局では、平成26年度から下水道施設の運営維持管理業務を一般�
財団法人都市技術センターへ委託します。これに伴い、下水道管のつまり
や下水処理場の運転などの下水道に関わるお問い合わせ先を変更します。
下水道管のつまりなど、公共下水道に関する問合せ
十三管路管理センター 淀川区野中南2-8-41

(十三工営所内) ☎6306-1734
下水処理場に関する問合せ
十八条下水処理場 淀川区十八条1-8-1 ☎6399-6469
問合せ 	建設局下水道河川部下水道事業改革担当　☎6615-6340

下水に関わるお問い合わせ先を変更します

●各種検診（健診）	保健福祉センターで実施
内　容 日　時 対象／費用

予
約
制

胃・大腸がん検診

予約の際にお問い
合わせください。

40歳以上の方／800円
肺がん検診 40歳以上の方／エックス線無料

（かくたん検査は400円）
乳がん検診 30歳代の女性／1,000円

40歳以上の女性／1,500円
骨量検査 18歳以上の方／無料

予
約
不
要
結核健診 4/16(水)、5/21(水)

13:30〜14:30 15歳以上の方／無料

問合せ 	区役所保健福祉課　2階22番　☎4809-9882

健康掲示板 ※詳しくは、お問い合わせください。

納期限のお知らせ 納付には口座振替・自動払込が便利です

固定資産税・都市計画税（第1期）、介護保険料の
納期限は 4月30日水です

ナイター法律相談	 無料

日時 	4/21（月）	18時～21時
(受付は20時まで)
場所 	北区民センター	
（北区扇町2-1-27）

定員 	40名（先着順）

日曜法律相談	 無料

日時 	4/27（日）、9時30分～13時30分
場所 	西区役所（西区新町4-5-14）、
西淀川区役所（御幣島1-2-10）、
東住吉区役所（東住吉区東田辺1-13-4）
定員 	各16名(要電話予約：先着順)
申込み 	電話で、4/24(木)・25(金)の9時
30分～12時に申し込み。
予約専用電話は☎6208-8805

問合せ 	大阪市総合コールセンター　☎4301-7285

●区CM自由経費　9億4,696万円
区ＣＭ（シティ・マネー
ジャー）自由経費とは、今
まで各局が執行していた
事業の予算について、区長
が区シティ・マネージャー
として事業の指揮監督権
を持って指示等を行い実
施する事業経費です。

65歳以上の介護保険第1号被保険者の方で、普通徴収（口座振替また
は納付書で納めていただく方法）の方に、介護保険料決定通知書（仮算
定）を4月中旬に送付します。なお、特別徴収（年金からお支払いいただ
く方法）の方には、7月中旬に送付します。
問合せ 	区役所保健福祉課　2階29番　☎4809-9859

平成26年度介護保険料決定通知書（仮算定）を送付します

各事業の詳細は、

区ホームページを

確認してね！

広告掲載枠


